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報告第１４号  

 

図書館職員に対する懲戒処分について  

 

図書館職員に対する懲戒処分について、生駒市教育委員会教育長に対する事務

委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第６条第１

号の規定により、下記のとおり報告する。  

 

 

  平成２６年７月２８日  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  早  川  英  雄    

 

【処分内容】  

 被 処 分 者  生涯学習部  図書館  ２７歳  男性  

 処分発令日  平成２６年７月１日  

 処分の内容  懲戒処分  停職  ３カ月  

 適 用 法 令  地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号  

 事案の概要  平成２６年６月２日、大阪市住吉区内の路上で１０代女子のス  

カートの中を盗撮したとして大阪府迷惑防止条例違反の疑いで  

逮捕されたもので、公務員の信用を著しく失墜させ、市民の信  

頼を裏切る行為である。  

【対   応】  

７月１日付で職員の綱紀の保持等について、不祥事防止チェックリストを新た

に作成し、不祥事の再発防止に向け職員自らの行動を再確認するよう通知した。  
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また、同日、監督責任の判断基準を明確にするため、生駒市職員の懲戒処分の

指針を改正し、不祥事の根絶に向け、職務に精励するよう通知した。  


